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１ 社会福祉法人および社会福祉施設 

（１）社会福祉法人および社会福祉施設の指導監査 

「平成３０年度指導監査実施方針」の重点事項を中心に、指導監査を実施し、

改善を図りました。 

（平成３０年度指導監査実施方針の重点事項） 

① 適正な法人運営の確保  

② 会計処理の適正化 

③ 施設運営の適正化  

④ 適切な利用者援助の確保 

⑤ 安全対策の確保  

（２）実施状況 

指導監査の実施状況は、次のとおりです。 

①  社会福祉法人              （平成３１年３月３１日現在） 

実 施 数 対 象 数 

６８ １０３ 

   （注）対象数は、平成３０年度当初の三重県所轄法人数です。      

②  社会福祉施設              （平成３１年３月３１日現在） 

区    分 実 施 数 対 象 数 

 

生活保護施設 

婦人保護施設 

児童福祉施設 

 

老 人 福 祉 施 設 等 

障害者支援施設 

 

   

        ０ 

     ０ 

４０３ 

(うち保育所348、認定こども園35) 

 ７６ 

    １８ 

 

 

       ３ 

       １ 

４５６ 

(うち保育所389、認定こども園39) 

４５７ 

３９ 

 

計      ４９７          ９５６   

     （注）対象数は、平成３０年度当初の施設数で、休止等の施設数は除きます。 
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（３）指摘状況 

指導監査による改善指摘状況は、次のとおりです。 

①  社会福祉法人関係 

指導監査を実施した６８法人のうち、６法人に対し、７件の指摘を行いま

した。内容は次のとおりです。 

   ア 法人運営に関するもの             ４件（５７．１％） 

    ・評議員となることができない者又は適当でない者が選任されている。 

・理事が法令及び定款に定める手続きにより選任されていない。 

・理事長が理事会で選定されていない。 

 

   イ 事業に関するもの               ０件（ ０．０％） 

   ウ 管理に関するもの               ３件（４２．９％） 

・社会福祉法人の関係者に対して特別の利益を与えている。 

・当該法人が登記しなければならない事項について期限までに登記がなさ

れていない。 

②  社会福祉施設関係 

指導監査を実施した４９７施設のうち、４３２施設に１，７３６件の指

摘を行いました。内容は次のとおりです。 

ア 適切な入所者処遇の確保に関するもの    ５４３件（３１．３％） 

・定期の健康診断、衛生管理及び感染症等に対する対策が適切に行われて

いない。 

・苦情を受け付けるための窓口を設置していないなど苦情解決に適切に対

応していない。 

・事故発生の防止及び発生時の対応に関する措置が適切に講じられていな

い。 

 

イ 施設運営の適正な実施の確保に関するもの １，１９３件（６８．７％） 

・管理規定等必要な規程が適切に整備されていない。 

・労働基準法等関係法規の遵守が不十分である。 

・職員への健康診断等健康管理が、適切に実施されていない。 

・防災対策が適切に行われていない。 
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表１ 社会福祉法人の指摘項目および件数     （平成３１年３月３１日現在） 

社会福祉法人 指  摘  項  目 指  摘  件 数 

 

 実施 

      ６８法人 

 

 指摘 

       ６法人 

Ⅰ 法人運営 ４（57.1％） 

 １定款 

 ２内部管理体制 

 ３評議員・評議員会 

 ４理事 

 ５監事 

 ６理事会 

 ７会計監査人 

 ８役員等の報酬 

       ０ 

       ０ 

       １ 

       ３ 

       ０ 

       ０ 

       ０ 

       ０ 

Ⅱ 事  業 ０（0.0％） 

 １事業一般 

 ２社会福祉事業 

 ３公益事業 

 ４収益事業 

       ０ 

       ０ 

       ０ 

       ０ 

Ⅲ 管  理 ３（42.9％） 

 １人事管理 

 ２資産管理 

 ３会計管理 

 ４その他 

       ０ 

       ０ 

       ０ 

       ３ 

計        ７（100.0％） 

 表２ 社会福祉施設の指摘項目および件数    （平成３１年３月３１日現在） 

指摘項目 

 

社会 

福祉施設 

適切な利用者支援の確保 
施設運営の 

適正な実施の確保 

計 利用者支

援の充実 

 

生活環境

等の確保 

 

自立への

支援援助 

その他 

運営管理

体制の確

立 

職員の確

保、処遇

充実 

防災対策

への取組 

その他 

生活保護施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

婦人保護施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

児童福祉施設 ４３０ ５４  ０  ２０９ ３８８ ３５１ １，４３２  

老人福祉施設等 ３６ １４ ０ １０１ ５８ ５７ ２６６ 

障害者支援施設  ７ ２ ０ １０ ８ １１ ３８ 

計 

実施４９７施設 

指摘４３２施設 

４７３ 

(27.2％) 

７０ 

(4.0％) 

０ 

(0％) 

３２０ 

(18.4％) 

４５４ 

(26.2％) 

４１９ 

(24.1%) 

１，７３６ 

(100.0％) 

５４３（31.3%） １，１９３（68.7%） 

 （注）１ 児童福祉施設とは、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども

園、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設です。 

    ２ 老人福祉施設等とは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

無料低額介護老人保健施設です。 

    ３ 小数点第２位以下四捨五入のため、合計が 100.0％にならない場合があります。 
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（４）確認監査 

指導監査において指摘した不適切事項については継続的な指導を行い、法人

に自主的な改善を求めています。 

平成３０年度は、８法人に対し確認監査を行い、改善状況を確認するととも

に、改善が不十分な場合は、改善ができない理由およびその原因を究明し、改

善に向けた指導を行いました。 

 

（５）特別監査 

法人運営等に重大な問題を有する法人や施設に随時特別監査を実施してい

ますが、平成３０年度は対象となる法人および施設はありませんでした。 

 

（６）勧告・公表 

法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運

営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定め

て、その改善のために必要な措置（役員の解職を除く。）をとるべき旨を勧告

し、当該勧告を受けた社会福祉法人が期限内にこれに従わなかったときは、そ

の旨を公表することができます。 

なお、平成３０年度は対象となる法人はありませんでした。 

 

（７）行政処分等 

勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置を

とらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて当該勧告に係る

措置をとるべき旨を命じ、当該命令に従わないときは、期間を定めて業務の全

部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告し、法令、法令に基づい

てする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監

督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上に

わたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができま

す。 

なお、平成３０年度は対象となる法人はありませんでした。 
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（８）市との連携について 

平成２５年４月１日から社会福祉法人認可事務と法人指導監査の権限の一

部が市へ移譲されたため、市と合同で法人役員等に研修会を開催しました。 

また、市職員を対象に研修会を開催し、権限移譲された社会福祉法人認可

事務等が円滑に進むよう支援するとともに、指導監査時における指導事項の

平準化を図りました。 

○ 平成３０年７月３日に社会福祉法人役員および幹部職員研修会を市と合同

で開催しました。  

・対象法人 ３２１法人中２７３法人が出席 

 

○ 市担当者会議（研修会）を開催し、法人運営や指導監査調書について説明

するなど、法人の指導監査における指導事項の平準化を図りました。 

 開催日 出席者数 

第１回研修会 平成３０年 ４月２４日 ２７人 

第２回 〃  平成３０年 ６月１８日 ２０人 

 

○ 円滑な指導監査を実施するため、県庁において県・市連絡会議を開催しま

した。 

開催日 出席者数 

平成３０年４月２４日 ２７人 

平成３０年６月１８日 ２０人 
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（参考） 

     所轄庁ごとの社会福祉法人数および社会福祉施設数 

所轄庁 
所轄社会福祉 

法人数 

所轄社会福祉 

施設数 

津市  ３８ ― 

四日市市  ３２ ― 

伊勢市  ２３ ― 

松阪市  ２６ ― 

桑名市  １６ ― 

鈴鹿市  ３０ ― 

名張市   ８ ― 

尾鷲市   ２ ― 

亀山市   ９ ― 

鳥羽市   ３ ― 

熊野市   ５ ― 

いなべ市   ８ ― 

志摩市   ３ ― 

伊賀市   ９ ― 

三重県 １０４ ９５６ 

愛知県   １ ― 

岐阜県   １ ― 

奈良県   １ ― 

和歌山県   １ ― 

国   １ ― 

計 ３２１  

（注）１ 社会福祉法人数は、平成３１年４月１日現在 

２ 社会福祉施設数は、平成３０年４月１日現在 

３ 国・他県・市の指導監督となる社会福祉法人が運営する社会福祉施設 

９５６施設の指導監査は、三重県が実施します。 
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２ 介護保険サービス事業所 

（１）介護保険サービス事業所の指導および監査 

「平成３０年度介護保険サービス事業者等指導・監査実施方針」において重

点項目を定め、介護保険施設・事業所の実地指導を実施するとともに、不適切

な介護保険サービスの提供や介護給付費請求の事務処理に誤りがあった施設

・事業所に対しては指導を行い、その改善を図りました。 

また、事業運営等について不正が疑われる事業所に対しては随時監査を実施

しました。 

なお、地域別に集団指導（講習会）を実施し、法令遵守等に関する指導を行

いました。 

（平成３０年度指導・監査実施方針の重点項目） 

① 法令遵守の状況（人員・運営基準等に基づき運営され、適正な介護報酬の請

求が行われているか等） 

② 職員による虐待行為（身体的・心理的虐待等を行っていないか、研修等の虐

待防止の取組が行われているか等） 

③ サービスの質の確保・向上（個々の計画に沿ったサービスの提供、身体拘束

の原則禁止、利用者等への説明責任、苦情への対応等が適切に行われている

か等） 

④ 危機管理への取組（火災、地震、風水害発生時における防災対策および侵入

者等に対する防犯対策が確保されているか、感染症の発生およびまん延の防

止対策等が適切に行われているか等） 

⑤ 高齢者向け住宅を設置する法人が運営する居宅サービス事業所等の運営状

況（住宅におけるサービスと介護サービスが混同して行われ、虚偽のサービ

ス提供記録等により報酬を不正に請求していないか等） 

 

（２）実施状況 

指導および監査の実施状況は、次表のとおりです。 

対象３，２７９介護施設・事業所のうち、１７０介護施設・事業所に実地指

導を、１４事業所に随時監査を実施しました。 

また、集団指導（講習会）を２，２４８介護施設・事業所に対して実施し、

法制度の周知を図りました。 
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 表３ 指導等の実施状況             （平成３１年３月３１日現在） 

指導・監査の種類 実 施 数 対 象 数 

１ 集団指導 (延３日)      ２，２４８  ３，２７９  

２ 実地指導 
（介護給付サービス事業） 
 訪問介護事業所 
 訪問入浴介護事業所 
 訪問看護事業所 
 訪問リハビリテーション事業所 
 居宅療養管理指導事業所 
 通所介護事業所 
 通所リハビリテーション事業所 
 短期入所生活介護事業所 
 短期入所療養介護事業所 
 特定施設入居者生活介護事業所 
 福祉用具貸与事業所  
 特定福祉用具販売事業所 
 介護老人福祉施設 
 介護老人保健施設 
 介護療養型医療施設 
 介護医療院 

 
 

         ４１  
           ３  
           ８  
           ２  
           ０  
      ３７  
       ２  
      １０  
       ２  
        ３  
       ６  
       ５  

  ８  
      １  

       ０  
       ０  

 
 

５６９  
２７  

     １６１  
２０  
３０  

４６０  
     １２６  

２１３  
８７  
５８  

     １５０  
     １４７  

１５９  
７７  
１１  
０  

      小計        １２８  ２，２９５  
（予防給付サービス事業） 
  訪問介護事業所（過年度分） 
 訪問入浴介護事業所 
 訪問看護事業所 
 訪問リハビリテーション事業所 
 居宅療養管理指導事業所 
 通所介護事業所（過年度分） 
 通所リハビリテーション事業所 
 短期入所生活介護事業所 
 短期入所療養介護事業所 
 特定施設入居者生活介護事業所 
 福祉用具貸与事業所 
 特定福祉用具販売事業所 

 
      ２  

       ３  
       ８  
       ２  
       ０  

      １  
       ２  

      ８  
       ２  
        ３  
       ６  
           ５  

 
―  

２６  
     １５４  

１９  
３０  
―  

     １２４  
１９８  
８５  
５０  

     １５１  
     １４７  

             小計         ４２  ９８４  
            計      １７０  ３，２７９  
３ 随時監査 
 通所リハビリテーション事業所 
 短期入所生活介護事業所 
 短期入所療養介護事業所 
 特定施設入居者生活介護事業所 
 介護老人福祉施設 
 介護老人保健施設 

 
        １ 
        ２ 
        １ 
        １ 
        ３ 
        １ 

       
      －  
      －  
      －  
      －  
      －  

            小計             ９        －  
 介護予防通所リハビリテーション事業所 
 介護予防短期入所生活介護事業所 
 介護予防短期入所療養介護事業所 
 介護予防特定施設入居者生活介護事業所 

          １ 

２ 

１ 

１ 

      －  
      －  
      －  

－ 
             小計             ５        －  

        計            １４        －  

（注）「対象数」は、平成３０年度当初の指定事業所数（事業実績のある「みなし事業

所」を含む）です。 
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（３）実地指導結果 

① 介護給付サービス事業分 

実地指導を実施した１２８介護施設・事業所のうち、１２３介護施設・事

業所に６７４件の改善指導等を行いました。主な内容は次のとおりです。 

 

  ア 人員基準に関するもの             １８件（ ２．７％） 

・訪問介護員の配置が適切でない。 

・生活相談員の配置が適切でない。 

・サービス提供責任者の配置が適切でない。 

  イ 運営基準に関するもの            ５９９件（８８．９％） 

・緊急やむを得ず身体拘束を行った際の、態様、時間帯、見直し状況等の

記録がない。 

・管理者による職員及び業務の管理が一元的に行われていない。 

・雇用契約書等により事業所における職員の勤務体制を明確にしていない。 

・訪問介護事業所と併設の有料老人ホームの兼務職員に関し、勤務日時、

勤務内容が明確に区分されていない。 

・地震等非常災害発生時の安全確保のために必要な行動手順等を定めた具

体的な計画が作成されていない。 

・秘密保持について、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知

り得た利用者等の秘密を漏らすことのないよう、誓約書を徴する等の必

要な措置が講じられていない。 

  ウ 介護給付費の算定に関するもの        ３７件（ ５．５％） 

・個別機能訓練加算について、訓練の効果、実施方法等に対する評価の記録

が十分でない。 

・口腔衛生管理体制加算について、口腔ケアマネジメント計画への記載が十

分でない。 

・同一建物減算について、要件に該当するにもかかわらず行われていない。 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）について、当該加算の導入時からの処遇改

善加算の経緯や具体的な処遇改善内容が、介護職員等に対し周知されて

いない。 
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② 予防給付サービス事業分 

指導を実施した４２介護事業所のうち、３５介護事業所に１７６件の改善

指導等を行いました。主な内容は次のとおりです。 

  ア 人員基準に関するもの              ４件（ ２．３％） 

・訪問介護員の配置が適切でない。 

・生活相談員の配置が適切でない。 

・サービス提供責任者の配置が適切でない。 

  イ 運営基準に関するもの            １６０件（９０．９％） 

・職員の健康管理のための健康診断が行われていない。 

・雇用契約書等により事業所における職員の勤務体制を明確にしていない。 

・非常災害対策について、大規模地震の発生を想定し、テレビおよびロッ

カー等の転倒防止策が講じられていない。 

・秘密保持について、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知

り得た利用者等の秘密を漏らすことのないよう、誓約書を徴する等の必

要な措置が講じられていない。 

  ウ 介護給付費の算定に関するもの          ４件（ ２．３％） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）の算定について、看護・介護職員の総

数のうち、常勤職員の占める割合が 100 分の 75 以上であることの確認と

記録がない。 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）について、当該加算の導入時からの処遇改

善加算の経緯や具体的な処遇改善内容が、介護職員等に対し周知されて

いない。 

 

 

なお、平成３０年度実地指導における、介護報酬の過誤調整（自主返還）

による返還決定額は、次のとおりです。 

事業所数 返還決定額 （円） 

７ ７，４９３，０３０ 

（注）平成３１年４月末までに確定した金額です。 
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表４ 介護給付サービス事業に係る指摘件数（実地指導分） 

（平成３１年３月３１日現在） 

指摘項目 

指定施設・事業所 

人員基準

関係 

運営基準

関係 

給付費の

算定 
その他 計 

訪問介護事業所 １３ ２１７ １１ ４ ２４５ 

訪問看護事業所 ２ ２７ １ ２ ３２ 

訪問リハビリテーション事業所 － ７ － － ７ 

通所介護事業所 １ １７０ １４ ５ １９０ 

通所リハビリテーション事業所 － ５ － － ５ 

短期入所生活介護事業所 － ５５ １ ３ ５９ 

短期入所療養介護事業所 － ６ － － ６ 

特定施設入居者生活介護事業所 － ６ ２ － ８ 

福祉用具貸与事業所 ２ ３９ － ２ ４３ 

特定福祉用具販売事業所 － １６ － ２ １８ 

介護老人福祉施設 － ４６ ７ １ ５４ 

介護老人保健施設 － ５ １ １ ７ 

計 

実施１２８施設・事業所 

指摘１２３施設・事業所 

 

１８ 

(2.7%) 

 

５９９ 

(88.9%) 

 

３７ 

(5.5%) 

 

２０ 

(3.0%) 

 

６７４ 

(100.0%) 

  （注）小数点第２位以下四捨五入のため、合計が 100.0％にならない場合があります。 

 

表５ 予防給付サービス事業に係る指摘件数（実地指導分） 
                       （平成３１年３月３１日現在） 

指摘項目 

指定施設・事業所 

人員基準

関係 

運営基準

関係 

給付費の

算定 
その他 計 

訪問介護事業所 １ １４ － － １５ 

訪問看護事業所 １ ２５ １ ２ ２９ 

訪問リハビリテーション事業所 － ７ － － ７ 

通所介護事業所 － ６ － － ６ 

通所リハビリテーション事業所 － ５ － － ５ 

短期入所生活介護事業所 － ４０ １ ２ ４３ 

短期入所療養介護事業所 － ２ － － ２ 

特定施設入居者生活介護事業所 － ６ ２ － ８ 

福祉用具貸与事業所 ２ ３９ － ２ ４３ 

特定福祉用具販売事業所 － １６ － ２ １８ 

計 

実施４２施設・事業所 

指摘３５施設・事業所 

 

４ 

(2.3%) 

 

１６０ 

(90.9%) 

 

４ 

(2.3%) 

 

８ 

(4.5%) 

 

１７６ 

(100.0%) 

  

 

（４）監査結果 

事業運営に不正等が疑われた２事業者の１４介護事業所に監査を実施し、そ

の６介護事業所に対して５０件の指導を行いました。 

指導の主な内容は次のとおりです。 
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（指導事項） 

    ・人員配置基準違反について早急に改善すること。 

    ・虐待が発生した根本的な原因を究明し、その発生原因に対する有効な再

発防止策を策定するとともに、具体的な進行管理を行い、二度と虐待を

発生させないようにすること。 

    ・管理者は、当該事業所に常勤かつ専従で勤務するとともに、職員の管理、

業務の実施状況の把握その他の管理業務を一元的に行うこと。 

 

なお、監査の結果、行政処分を相当とする事案は認められませんでした。 
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３ 障害福祉サービス事業所 

（１）障害福祉サービス事業所の実地指導および監査 

「平成３０年度障害福祉サービス事業者等指導・監査実施方針」において重

点項目を定め、障害福祉サービス施設・事業所の実地指導を実施するとともに、

不適切なサービスの提供や支援費請求の事務処理に誤りがあった施設・事業所

に対しては指導を行い、その改善を図りました。 

また、事業運営等について不正が疑われる事業所に対しては随時監査を実施

しました。 

なお、地域別に集団指導（講習会）を実施し、法令遵守等に関する指導を行

いました。 

（平成３０年度指導・監査実施方針の重点項目） 

① 法令遵守の状況（人員・運営基準等に基づき運営され、適正な報酬の請求が

行われているか等） 

② 職員による虐待行為（身体的・心理的虐待等を行っていないか、研修等の虐

待防止の取組が行われているか等） 

③ サービスの質の確保・向上（個々の計画に沿ったサービスの提供、身体拘束

の原則禁止、利用者等への説明責任、苦情への対応等が適切に行われている

か等） 

④ 危機管理への取組（火災、地震、風水害発生時における防災対策および侵入

者等に対する防犯対策が確保されているか、感染症の発生およびまん延の防

止対策等が適切に行われているか等） 

⑤ 就労継続支援Ａ型事業所の運営状況（利用者に支払う賃金が自立支援給付

費から支払われていないか等） 

  ⑥ 放課後等デイサービス事業所の運営状況（「放課後等デイサービスガイド

ライン」が遵守されているか等） 

  ⑦ 就労系サービスの経理状況（経理区分が会計基準に則り適切に処理されて

いるか） 

 

（２）実施状況 

指導および監査の実施状況は、次表のとおりです。 

１，７３３指定施設・事業所のうち、６８施設・事業所に実地指導を、４事

業所に随時監査を実施しました。 

また、集団指導（講習会）を１，３７５施設・事業所に対して実施し、法制

度の周知を図りました。 
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 表６ 指導等の実施状況            （平成３１年３月３１日現在） 

指導・監査の種類 実 施 数 対 象 数 

１ 集団指導 (延３日) １，３７５  １，７３３  
２ 実地指導 
  居宅介護事業所 
  重度訪問介護事業所 
 同行援護事業所 
  行動援護事業所 
療養介護事業所 

  生活介護事業所 
  短期入所事業所 
  重度障害者等包括支援事業所 
  自立訓練（機能訓練）事業所 
  自立訓練（生活訓練）事業所 
 就労移行支援事業所 
  就労継続支援（Ａ型）事業所 
 就労継続支援（Ｂ型）事業所 
 障害者支援施設 
  共同生活援助事業所（包括型） 
  共同生活援助事業所（外部型） 
 地域移行支援事業所 
 地域定着支援事業所 
 児童発達支援事業所 
 医療型児童発達支援事業所 
 放課後等デイサービス事業所 
 保育所等訪問支援事業所 
 福祉型障害児入所施設 
 医療型障害児入所施設 

 
  １１  

  ７  
  １  
  ０  
  ０  
  ２  
  １  
  ０  
  ０  
  ０  
  ２  
 １４  
  ８  
  ０  
  ２  
  ０  
  ０  
  ０  
  ６  
  ０  
 １４  
  ０  
  ０  
  ０  

 
３０８  
２２５  
９０  
１２  
 ５  

１７３  
９１  
 ０  

  １  
１６  
３９  
７５  

２２３  
３９  

１０１  
８  

２９  
２７  
８７  
 ０  

１７１  
 ５  
 ４  
 ４  

計 ６８  １，７３３  
３ 随時監査 
 児童発達支援事業所 
 放課後等デイサービス事業所 

 
 ２ 
 ２ 

 
－  
－ 

計        ４     －  

（注）「対象数」は、平成３０年度当初の指定事業所数です。 

 

（３）実地指導結果 

実地指導を実施した６８施設・事業所のうち、６１施設・事業所に４３１件

の改善指導等を行いました。 

主な内容は次のとおりです。 

  ア 人員に関する基準に関するもの         １１件（ ２．６％） 

・従業員の員数が基準を満たしていない。 

・サービス管理責任者の配置が適切に行われていない。 

  イ 運営に関する基準に関するもの        ３７６件（８７．２％） 

・内容および手続きの説明、同意が適切に行われていない。 

・定員を超えた利用者を受け入れている。 
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・職員の健康管理のための健康診断が行われていない。 

・利用者の家族の個人情報を利用するにあたり、家族の同意がない。 

・個別支援計画の作成に伴う一連の業務が適切に行われていない。 

・非常災害対策について、地震、水害、火災等の対応マニュアルが整備され

ていない。 

   ・定期的に避難、消火その他必要な訓練が行われていない。 

・秘密保持のための必要な措置を講じていない。 

  ウ 給付費等の算定に関するもの        ３２件（ ７．４％） 

・加算要件を満たしていないにもかかわらず、請求が行われている。 

・欠席時対応加算における対応状況の記録が十分でない。 

 

なお、平成３０年度実地指導における、給付費等の過誤調整（自主返還）

による返還決定額は、次のとおりです。 

事業所数 返還決定額 （円） 

５ ７，００９，８６０ 

（注）平成３１年４月末までに確定した金額です。 

 

  表７  障害福祉サービス事業に係る指摘件数（実地指導分） 

                         （平成３１年３月３１日現在） 

指摘項目 
指定施設・事業所 

人員基準
関係 

運営基準
関係 

給付費等
の算定 

その他 計 

居宅介護事業所 ３ ５４ １ ２ ６０ 

重度訪問介護事業所 － １０ １ － １１ 

同行援護事業所 － ４ － － ４ 

短期入所事業所 － ８ １ ２ １１ 

生活介護事業所 － １３ １ ３ １７ 

就労移行支援事業所 １ １３ ２ － １６ 

就労継続支援（Ａ型）事業所 － １０３ ６ － １０９ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 － ５４ ４ － ５８ 

共同生活援助事業所 － １３ １ １ １５ 

児童発達支援事業所 ２ ３２ ６ １ ４１ 

放課後等デイサービス事業所 ５ ７２ ９ ３ ８９ 

計 
実施 ６８施設・事業所 
指摘 ６１施設・事業所 

 
１１ 

(2.6%) 

 
３７６ 

(87.2%) 

 
３２ 

(7.4%) 

 
１２ 

(2.8%) 

 
４３１ 

(100.0%) 
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（４）監査結果 

事業運営に不正等が疑われた１事業者の４福祉サービス事業所に監査を実

施し、その４福祉サービス事業所に対して１１件の指導を行いました。 

指導の主な内容は次のとおりです。 

（指導事項） 

    ・定員超過の状況が常態化している状況が確認できたので、今後、定員を

超えた利用者の受け入れは行わないこと。 

    ・児童指導員等配置加算の算定においては、日々の職員の配置状況を確認

するとともに、加算要件を満たさない場合は請求を行わないこと。 

    ・児童指導員等加配加算の算定においては、日々の職員の配置状況を確認

するとともに、加算要件を満たさない場合は請求を行わないこと。 

    ・児童指導員等配置加算、児童指導員等加配加算について、過去の状況を

精査したうえで、過誤調整すること。 

 

なお、監査の結果、行政処分を相当とする事案は認められませんでした。 
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４ 行政監査  

（１）福祉事務所、市町等の監査 

社会福祉法、児童福祉法および「平成３０年度福祉行政指導監査実施方針」

により、児童福祉行政について行政監査を実施し、改善を図りました。 

 

（２）実施状況             （平成３１年３月３１日現在） 

区    分 実 施 数 対 象 数 

県福祉事務所   ０      ４ 

児童相談所    ０      ５ 

市町福祉行政 ２７ ２９ 

                

（３）指摘事項 

① 市町福祉行政 

監査を実施した ２７市町のうち、１１市町に１７件の指摘を行いました。

内容は次のとおりです。 

ア 児童福祉行政事務処理体制の状況       ６件（３５．３％） 

イ 要保護児童等の把握             １件（５．９％） 

ウ 保育の実施事務処理状況           ７件（４１.２％） 

エ 保育所運営費の事務処理状況         ２件（１１.８％） 

オ 入所施設措置費等の事務処理の状況      １件（５．９％） 

   

表８ 市町行政監査の指摘項目および件数      （平成３１年３月３１日現在） 

指摘項目 

 

市 町 

事務処理体

制の状況 

要保護児童

等の把握 

保育の実施

事務処理 

保育所運

営費の事

務処理 

入所施設措

置費等の事

務処理 

計 

児童福祉行政 

実施12市15町 

(指摘５市６町) 

 

６ 

(35.3％) 

 

１ 

(5.9％) 

 

7 

(41.2％) 

 

２ 

(11.8％) 

 

１ 

(5.9％) 

 

１７ 

(100.0％) 

 （注） 小数点第 2 位以下四捨五入のため、合計が 100.0％にならない場合があります。 
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５ 公益法人等立入検査 

（１）公益法人の検査 

子ども･福祉部が所管する公益法人のうち、１公益財団法人の検査を実施し

ました。 

 

（２）実施状況            （平成３１年３月３１日現在） 

区 分 実施数 対象数 

公益法人※１     １      ５ 

公益社団法人 

公益財団法人 

    ０ 

    １ 

      １ 

      ４ 

移行一般法人※２     －      ５ 

  一般社団法人 

  一般財団法人 

    － 

    － 

     ２ 

     ３ 

    計     １     １０ 

  （注）「対象数」は平成３０年度当初の子ども・福祉部所管法人数です。 

  （※１）新制度の公益社団法人および公益財団法人です。 

  （※２）特例民法法人から移行の認可を受けて一般社団法人又は一般財団法人となり、 

      公益目的支出計画を実施中である法人です。 

 

（３）指摘事項 

検査を実施した１公益財団法人について、指摘事項はありませんでした。 

 

６ その他 

（１）社会福祉法人役員および幹部職員研修会 

社会福祉法人、社会福祉施設の役職員の資質向上等を図ることを目的に、次

の研修を実施しました。 

     (注)対象法人数は、平成３０年７月３日（開催日）現在。 

研修会名 日数 対象法人数 参加法人数 参加率 

社会福祉法人役員 

および幹部職員研修会 
１ ３２１ ２７３ ８５．０％ 


